
和歌山県では自転車損害賠償保険等への加入を努力義務としています。（和歌山県条例）
自転車損害賠償保険等には様々な種類、加入方法があり、更新が必要です。
具体的な加入方法については、最寄りの保険会社や関係機関の窓口へお問い合わせください。

　坂道を下ってきた小学５年生の自転車が歩行中の女性と衝突し、歩行中の女性が意識不明となった。
少年の母親に対して高額賠償が命じられた。（神戸地裁　平成25年７月判決）
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　和歌山県  県民生活課  TEL 073-441-2350

※　TSマークについては公益財団法人日本交通管理技術協会にお問い合わせください。
※　ここに掲載している自転車損害賠償保険は、保険会社等が提供している商品例です。
　　県では、個別具体的な保険のご紹介を致しかねますので、最寄りの
　　保険会社や関係機関の窓口へお問い合わせください。
※　自転車事故への備えとして保険加入を検討するに当たっては、
　　自転車を使う頻度に応じて商品を選んでください。

● 自転車事故による損害賠償責任は「個人賠償責任保険」等で補償されます。
● 自転車損害賠償保険等には様々な種類、加入方法があります。
● 既に加入されている保険で補償されているかどうかは、お手元の保険証券
　 で 補償内容などを今一度ご確認ください。


